
８　お問い合わせ先

　　都市建設部　建築行政課　（電話　２１－３３９４）

９　そ の 他

　・　傍聴者は，会議での発言はできません。

　・　傍聴者は，写真，ビデオ等の撮影，録音等はできません。

会 議 開 催 の お 知 ら せ

４　議題および公開・非公開の別

　・　会長および職務代理者の選出について（公開）

　・　建築基準法第４８条第４項ただし書の規定に基づく許可について
　　　（非公開）

５　非公開の理由

　　審議の内容が，民間事業者による申請の許可の審査であるため
　
　　（非公開の議題について）

６　傍聴の定員　１０名程度（公開の議題について）　

７　傍聴手続に係る特記事項

　・　傍聴を希望される方は，会議開催の１０分前までに開催場所へお集まり
　　いただき，所定の手続きをとってください。

　・　傍聴の定員を超えた場合は，抽選により傍聴者を決定します。

１　会 議 名　　令和８年　第１回　函館市建築審査会

２　開催日時　　令和８年３月１９日（木）　午前１０時から

３　開催場所　　市役所８階大会議室


